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第３節 循環器対策の総合的かつ計画的な推進について 

１ 関係者等の有機的連携・協力の更なる強化 

県計画に係る循環器病対策を実効的なものとして、総合的に展開するため、県、

市町村、医療機関をはじめ、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図り

つつ、一体となって取組を推進します。 

循環器病に関する知識の普及啓発等により、循環器病患者及びその家族が円滑な

社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るとともに、相談支援や

情報提供を行うことにより、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め

合う地域共生社会の実現を目指して取り組むことが重要です。 

 

２ 計画の推進体制と評価方法 

本計画を効果的かつ着実に推進するため、「千葉県循環器病対策推進協議会」に

おいて、毎年度、循環器病対策の推進のために必要な事項について協議していきま

す。 

また、今後は各々の施策と解決すべき課題との連関を示すため、施策が目標達成

に至るまでを体系的に図式化したロジックモデルを活用し、毎年度、計画の進捗状

況や設定した指標の達成状況について評価を行い、課題を更に抽出し、施策の改善

に活用していきます。 

なお、千葉県循環器病対策推進協議会における議論の状況や、計画の進捗状況に

ついては、ホームページ等を通して広く県民に周知を図ります。 

県推進計画全体の達成状況については６年ごとに調査、分析、評価及び公表し、

循環器病対策推進協議会等の意見を踏まえて、必要に応じて計画を変更します。 
 

３ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた対策 

新型コロナウイルス感染症の重症化のリスク因子として、高齢者、基礎疾患等 

（心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、喫煙歴等）が指摘されて   

おり、さらに、新型コロナウイルス感染症の合併症として、血栓症を合併する可能

性が指摘されています。このため、生活習慣病（※）の早期発見・早期治療は循環

器病の予防に資するのみならず、新型コロナウイルス感染症による重症化の防止に

もつながります。また、新型コロナウイルス感染症による受診控えが指摘されてい

る中、感染が拡大する局面も見据えて、新型コロナウイルス感染症患者に対する医

療を確実に確保することを中心としつつ、それ以外の疾患の患者に対する医療の確

保も適切に図ることができるような医療提供体制の構築が重要です。 

このため、新型コロナウイルス感染症に対する医療と、循環器病等のその他の疾

患に対する医療を両立して確保することを目指し、適切な医療提供体制の整備を進

めます。 
 

（※）「生活習慣病」 
食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因と

なる疾患の総称です。 
（出典）厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト e- ヘルスネット「生

活習慣病とは？」より 
 
 


